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契
約
の
成
立

（
改
正
民
法
第
５
２
２
条
）

相
談
「
靴
屋
で
、
購
入
す
る
約
束
で
希

望
サ
イ
ズ
の
靴
を
取
り
寄
せ
て
も
ら
う
こ

と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
日
、
他
の
店
で

サ
イ
ズ
ぴ
っ
た
り
の
同
じ
靴
を
見
つ
け
た

の
で
注
文
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
い
」

　

今
ま
で
も
、
合
意
す
れ
ば
「
口
約
束
」
で

も
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
ま
し
た
が
、
改
正
で
『
契
約
は
申
し
込

み
に
対
し
て
相
手
が
承
諾
し
た
時
に
成
立

す
る
』
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

事
例
の
場
合
は
、
契
約
が
成
立
し
て
い

る
の
で
、
一
方
的
に
キ
ャ
ン
セ
ル
は
で
き

ま
せ
ん
。

消
滅
時
効

（
改
正
民
法
１
６
６
条
）

相
談
「
３
年
前
、
ネ
ッ
ト
で
服
を
購
入

し
た
。
後
払
い
だ
っ
た
が
、
支
払
い
を
忘

れ
て
い
た
。
サ
イ
ト
か
ら
請
求
書
が
届
い

た
が
、
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
か
？ 

」

　
民
法
は
消
滅
時
効
に
よ
り
、
債
権
が
消
滅

す
る
ま
で
の
期
間
（
消
滅
時
効
期
間
）
は
原

則
10
年
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
職
業

別
に
、
短
期
の
消
滅
期
間
時
期
を
設
け
て
い

ま
し
た
。
今
回
の
改
正
で
は
、
よ
り
合
理
的

で
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、
職
業

別
の
短
期
消
滅
時
効
の
特
例
を
廃
止
す
る

と
と
も
に
、
消
滅
時
効
期
間
が
原
則
と
し
て

５
年
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。

　

事
例
の
場
合
は
、
改
正
前
の
契
約
で
あ

る
た
め
２
年
で
時
効
に
な
り
ま
す
。
改
正

後
の
契
約
か
ら
時
効
が
５
年
と
な
り
ま
す
。

　

時
効
で
債
権
を
免
れ
る
に
は
、
相
手
方

に
「
時
効
だ
か
ら
払
わ
な
い
」
と
通
知
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
時
効
の
援
用
）。

　

支
払
っ
た
証
拠
（
領
収
書
・
振
込
伝

票
・
利
用
明
細
書
・
レ
シ
ー
ト
な
ど
）
は
、

５
年
間
は
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
他
に
も
『
約
款
（
定
型
約
款
）
に

関
す
る
規
定
の
新
設
』『
保
証
人
の
保
護
に

関
す
る
規
定
の
新
設
』『
意
思
能
力
に
関
す

る
ル
ー
ル
の
明
文
化
』『
賃
貸
借
契
約
に
関

す
る
ル
ー
ル
の
明
文
化
』
な
ど
、
私
た
ち

の
日
常
生
活
に
関
わ
る
改
正
も
多
く
あ
り

ま
す
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
当

セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電話勧誘 44件
無店舗 11件

マルチ 7件

店舗契約
337件

通信販売
266件

不明・無関係
182件

訪問販売 74件

その他 10件

民　法　が　改　正　さ　れ　ま　し　た
！

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

Ｎ
ビ
ル
３
階
）☎
７
５
３・
５
５
５
５

約
1
2
0
年
前
に
制
定
さ
れ
た
民
法
が
、
現
在
に
合
っ
た
分
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
に
改
正
さ
れ
、

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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拡大版

令和元年度 相談内容内訳

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

令
和
元
年
度
の
相
談
件
数

　

令
和
元
年
度
の
相
談
件
数
は
９
３
１

件
で
、
昨
年
よ
り
約
１
割
近
く
増
加
し
ま

し
た
。
相
変
わ
ら
ず
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
相

談
が
多
く
、
特
に
ネ
ッ
ト
通
販
の
定
期
購

入
の
ト
ラ
ブ
ル
が
目
立
ち
ま
し
た
。
詐
欺

の
手
口
も
ま
す
ま
す
巧
妙
に
な
っ
て
い

ま
す
。

職業別の短期消滅時効の例（旧ルール）
債権の種類 時効期間

飲食代金 １年
CD・貸衣装などの
レンタル代金 １年

商品代金・授業料など ２年
工事代金など ３年
商取引債権 ５年

↓（新ルール）
原則5年、ケースによって最長10年
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